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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年３月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月２３日 １２時３０分ごろ 

発生場所 東京都大島町伊豆大島南方沖 

 波
は

浮
ぶ

港突堤灯台から真方位２０８°４.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３７.２７′ 東経１３９°２４.２６′） 

事故調査の経過 平成２６年９月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利運搬船 第百八十八鳳生
ほうせい

丸、４９９トン 

   １４２１１３、鳳生汽船株式会社 （Ａ社） 

   ６９.２９ｍ×１３.１０ｍ×７.３６ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２５年１２月３日 

Ｂ 砂利運搬船 第百三十八鳳生
ほうせい

丸、４９９トン 

   １３４４３４、Ａ社  

   ６９.１９ｍ×１３.００ｍ×７.３２ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１５年４月１６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６０年３月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年９月２４日 

    免状有効期間満了日 平成２７年３月２１日 

Ｂ 航海士Ｂ 男性 ５６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５４年１月１９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年８月９日 

    免状有効期間満了日 平成３１年６月５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾手すりの曲損 

Ｂ 右舷錨の曲損、右舷外板に亀裂 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、砂１,６４０ｔを積載し、東

京都利
と

島村の利島港へ向け、船長Ａが単独で船橋当直に就き、波浮港

南南西方沖を自動操舵により針路約２３０°（真方位、以下同じ。）
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速力約１１.８ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で航行してい

た。 

船長Ａは、レーダー及び目視により左舷船首方にＢ船を認め、Ａ船

が保持船の立場であり、Ｂ船が避航するものと思って動静を観察して

いたところ、距離約１Ｍに接近してもＢ船が避航する様子を見せない

ので、汽笛による短音５回の警告信号を行った。 

船長Ａは、その後もＢ船に避航する様子が認められなかったので、

繰り返し警告信号を行って同じ針路及び速力で航行したものの、至近

に接近する状況となったので、短音２回の汽笛信号を行い、左舵約 

４０°を取った。 

Ａ船は、左転した状況となった平成２６年８月２３日１２時３０分

ごろ、その右舷船尾とＢ船の右舷船首とが衝突した。 

船長Ａは、Ａ船を停船させ、乗組員の安否及び船体の損傷状況を確

認し、Ｂ船に連絡して停船を求め、船長Ｂと協議した後、Ａ社に連絡

を取り、１３時３０分ごろ利島港へ入港した。 

Ｂ船は、船長及び航海士Ｂほか４人が乗り組み、ほぼ空倉状態で、

千葉県千葉港へ向け、航海士Ｂが単独で航海当直に就き、波浮港南南

西方沖を自動操舵により、針路約０１０°～０１５°、速力約１２kn

で航行していた。 

航海士Ｂは、右舷船首方にＡ船のレーダー映像を認めたものの、ま

だ距離が約５Ｍあったので、船首方に背中を向け、船橋右舷後方にあ

る机に向かって書類の作成を始めた。 

航海士Ｂは、書類の作成を行っているうちにＡ船が接近しているこ

とを失念し、振り返って船首方を見たところ、至近に接近するＡ船を

認めたものの、何の動作も取ることができず、Ｂ船とＡ船とが衝突し

た。 

Ｂ船は、航海士ＢがＢ船を停船させてＢ船船長へ報告し、Ｂ船船長

がＡ船と連絡を取った後、Ａ社に連絡を取って指示を受け、修理地へ

向けて航行を開始した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視程 約１０Ｍ 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、波向 南 

 その他の事項 船長Ａは、約３０年の乗船経験を有し、本事故海域の航行経験が豊

富であった。 

航海士Ｂは、約４０年の乗船経験を有し、本事故海域の航行経験が

豊富であり、本事故時、探知した映像が一定の距離に接近したときに

警報を発する、レーダーのガードリング機能を使用していなかった。 

航海士Ｂは、本事故時、船橋のドアを閉めていて、Ａ船の汽笛が聞

こえなかった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、波浮港南南西方沖を南西進中、船長Ａが、左舷船首方から

接近するＢ船がいずれ避航するものと思い、警告信号を繰り返しなが

ら針路及び速力を保持して航行したことから、至近に接近することと

なり、左舵を取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、波浮港南南西方沖を北北東進中、航海士Ｂが、右舷船首方

にＡ船を認めたが、まだ距離が約５Ｍあったので、船首方に背中を向

けて書類の作成を始め、その後Ａ船が接近していることを失念して見

張りを行っていなかったことから、同じ針路及び速力で航行し、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、波浮港南南西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が北

北東進中、船長Ａが、左舷船首方から接近するＢ船がいずれ避航する

ものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、航海士Ｂが、右

舷船首方にＡ船を認めていたものの、まだ距離が約５Ｍあったので、

船首方に背中を向けて書類の作成を始め、その後Ａ船が接近している

ことを失念して見張りを行っていなかったため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・衝突のおそれがある態勢で接近する他船を認めた場合は、他船の

動静を観察し、海上衝突予防法に従って適切に衝突を避けるため

の措置を採ること。 

・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

波浮港 

利島港 

事故発生場所 

(平成 26 年 8 月 23 日

12 時 30 分ごろ) 

A 船の航跡 

B 船の航跡 

利島 

大島 


